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上記審査請求人(以下｢請求人」という。）から平成２７年４月８日付けで提起
された生活保護法(昭和25年法律第144号｡以下｢法｣という｡)第24条
第３項の規定による保護の開始の申請に対する申請却下決定処分（以下:｢本件処
分｣という｡）に対する審査請求（以下「本件審査請求」という。）について、
次のとおり裁決する６イ

"̅ 、

、 主 ． 文

本件審査請求に係る処分庁がした本件処分は、これを取り消すも
i ' _ ' " １ - ･ / : : ､ J f 理 一 〆 ． 由

第 １ 請 求 人 の 主 張
請求人の主張は、本件処分を取り消すよう求めるもので、その理由として
おおむね次のとおり述べていると解することができる。：１，請求入はく職年前にそれまで夫及び長男夫婦と同居してし(た「ｉ

出て､平成２６年１２月に腰椎圧迫骨折で病院に入院するまで、了
の■ｱﾊ-ﾄで一人暮らしをしていた｡家を出た理由は､長男

夫婦と嫁関係の悪花や夫が請求入をかばおうとしないことによ“のであるた･生活費はく:夫の年金と軍人恩給が振り込まれる口座の通帳を請'、‘、.＝
から出て以降保持し,ていたので、それらに自らの年金を加えて賄っ
２請求人は､平成２６年1､２月に入院後、入院期間中に要介護３と判一一
平成27年２月１９日に退院後、ケア々 ネージヤーの世話固一 １の
グループホームに入所した。なお、この入院期間中に、長男に何度も迫られ
たため夫の年金等が振り込まれる口座の通帳を長男に引き渡した。
３請求人は、平成２:７年２月２７日に、グループホームの利用料金の今後の
支払を自己の収入で賄うことはできないとの理由から､■■福祉事務所長
（以下「処分庁」という。）に対し保護の申請を行った。

４処分庁は、請求人への保護の適用を検討するにあたり、請求人単独の世帯
ではなく､請求人、夫及び長男夫婦を-つの世帯として認定する立場をとり、
平成２７年３月２７．日に、請求人、夫及び長男夫婦を一つの世帯として保護
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の申請を行うよう求めたが請求人がこれに応じず、これ以上世帯状況の調査
を行うことができないため保護の要否の判定ができない、との理由で請求人
の申請を却下すると決定し、請求人に通知した。
しかし、請求人は、夫及び長男夫婦からの扶養を受けられる見込みは全く

なく、その点は処分庁に対しても説明しており、また長男も処分庁の調査に
対し請求人を扶養する意思はない旨回答した、と聞いている。それにもかか
わらず、このような理由で請求人の申請を却下するのは不当である。
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０２ 処 分 庁 の 弁 明 ・

処分庁の弁明の趣旨は、本件審査請求を棄却するよう求めるもので、その
理由を次のとおり述べていると解される。
１i"平成27年２月20日、処分庁は、請求人の長女から請求人の生活保護申
請についての相談を受けた｡処分庁としては､請求人の世帯の認定について、
請求人と夫とは別居後も交流があり、最近まで請求人が夫の年金を生活費に
充てていたこと、また戸籍上も離婚していないことから、夫を含めて一つの
世帯として保護申請することが適当と考える､との説明を行ったが､長女の､
理解を得ることはできなかった｡説明の後､長女の求めに応じて申請書の用
紙を交付したところ、同月２７日に請求入の一人世帯として申請書が提出ざ
れたので､これを受理.した。
２平成２７年３月２日、処分庁の担当者が実態調査のため請求人を訪問し､-

． ： ． 息 ． ．:儲求人がら世帯ゐ決況について聴き取りを行ったと二ろく次のとおり回答を
： 。 ： ・ ‘ ‘得 た ｡ i "

（,）平成，４年から忠夫及び長男夫婦とは別居している｡別居に至った＝『: 番 の 原 因 は 、 長 男 夫 婦 と の 不 仲 で あ る ｡ ; ：
(2)：別居後も夫が請求人宅を訪れるなど夫と.の交流Ｉま継続してお叺また､&～請求入Iま､夫の通帳を所持して夫の金銭管理を行い《かつ夫の年金を自
:i ;らの生活費にも充てていた｡ｆ
（３）平成２６年末に夫が入院した後､夫の医療費の支払いのため､長男が、
請求人宅を訪れ請求人が所持していた夫の通帳を引き上げていった｡
また、担当者が､請求人に対じ､夫らとの同居の再開の可能性を質問
したところ、同居を再開する予定はなく、夫とは離婚してもよいとの回
答があった。:

3平成２７年３月４日､請求人の長男から聴き取りを行ったところ、次のと
おり回答を得た。
（１）請求人が夫らと別居するに至づたのは、長男の妻との不仲と、夫との：

の

関係ももともとよくなかったことが原因と思われる。
（,２）平成１４年に請求人の別居が始まったとき、長男は夫に離婚を提案し
たが夫が離婚を拒否し、請求入も何も意思を表明しなかったため、それ
以降現在まで離婚していないという経緯がある。

（３）平成２６年末に夫が入院し、医療費がかさんだことから、請求人に事
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情を説明して、平成２７年１月に請求入の同意の下に請求人が所持して
いた夫の通帳を返してもらい、現在、長男夫婦が管理している。

（４）処分庁が請求人、夫及び長男夫婦を一つの世帯と認定することは理解
できるが、夫及び長男夫婦は生活保護の申請は行わない。また、請求人
に対して金銭援助をすることは困難である。

４平成２７年３月５日、同月１１日及び同月１８日の３回にわたり長男の意
思を確認したが、いずれも夫及び長男夫婦は生活保護の申請は行わない、と
の回答であった｡また、，８日には､最近まで請求入が所持していた夫の通一
帳を請求人に渡す．ことは可能かについても確認したところ、長男は、夫の入
院費用がかさむため請求人に渡すことはない､と回答した。
５平成２７年３月２４日、処分庁ばく以下の理由から、請求人の保護申請を
却下することを決定し、同月２７日に請求人に通知した。
(１)請求人のこれまでの生活状況等から、請求人と夫との婚姻関係は現在

も破綻しておらず、請求人と夫及び長男夫婦を同一の世帯と認定する。、
（２）この世帯認定に基づき保護の申請を行うのが適当と認め、請求人にそ
れを求めたが、そのような申請が行われないためこれ以上世帯状況の調
査を行うことが"できず、保護の要否を判定することができない。

６以上のとおり、本件処分にぱ正当な理由があるため､本件審査請求の棄却
・ を 求 め る 。 ・ 、 ：

６８凸日。ｑ●■▽。■■■■■■ｑ●０８■■。ｒ■■ＶＢｈ■■Ｇ５■０■Ｕｑザ・■■■９０■。Ｑ■９◆ｑ０ｇ９Ｂ０■凸廿
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第３審査庁の判断
１ 認 定 事 実 ‘
審査庁が調査したところ、次の事実が認められる｡…

:(')"請求人は、平成'4年まで夫及び長男夫婦と同居い同年別居して一
人暮らしをするように頼ったが､平成２７年３月２日時点においては夫
と:は離婚していない。また、請求火は、別居する際に夫の年金等が入金ゞされる口座の通帳を持って家を出ており、その:口座に入金される夫の年

｡ . ｡ 凸 ･ ■ . . ろ

””-金等を自らの生活費の-部に充てており､さらに別居後も､夫が請求人
宅を訪ねたり、請求人が夫に金銭を提供したりといづた交流があった。

（２）請求人は、腰椎圧迫骨折のため平成２６年１２月から平成２７年２月
１９日まで病院に入院した。この入院期間中に､夫の年金等が入金され
る口座の通帳を長男に引き渡した｡≠

“)そ雪撫奎雲蹴、這鱒二譲鰯ｔ餓
逵由から、平成２７年２月２７日に、処分庁に対し保護を申請した。

（型）処分庁は、平成２７年３月２日に、担当者が請求人を訪問して実態調
査を行い、請求人から、保護申請までの経緯や、請求人が夫らと．の同居
を再開する意思がなく、夫とは離婚してもいいと考えていることを確認
した。

（５）処分庁は、平成２７年３月４日に、請求人の長男から、請求人と夫が
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離婚していないことの経緯や、以前は請求人が所持していた夫の通帳を
現在は長男が所持して管理していることを聴取した。また、長男は、処
分庁が請求人、夫及び長男夫婦を一つの世帯として認定するとしても、
夫及び長男夫婦は保護を申請する意思がないこと、また請求人に対して
金銭援助をすることは困難であることを表明した。

（６）処分庁は、平成２‘7年３月５日、同月１１日及び同月１８日の３回に
わたり長男の意思を確認したが､;いずれも夫及び長男夫婦は生活保護の
申請は行わない､との回答を得た。また、１８日には、最近まで請求人…‘が所持し､ていた夫の通帳を請求人に渡すことは可能かについても確認し

ｉ‘たところ､長男は､夫の入院費用がかさむため請求人に渡すことはない、
′ と 回 答 し た d ， ，

．．． ､ ． ． ．。(7)、平成２７年3′月２４日､処分庁は､≦これまでの調査の結果からミ請求
:人､夫及び長男夫婦を一つの世帯として保護の申請を行うのが適当と認、

； 。 ′ 、：めるが､それが行われないためこれ以上世帯状況の調査を行うととがで
きずも保護の要否の判定ができないとの理由から、請求人の保護の申請

：を却下することを決定し、同月２７日に請求人に通知した６
２ 判 断 ( 、 ざ 、 、 … ｉ
本件審査請求は､本件処分を行うにあたっての世帯の認定にづいて､;処分
庁が､請求人、夫及び長男夫婦で一つの世帯と認定したのに対し、請求人はざ
請求人単独で一つの世帯と認定するのが正当と主張している点が争点とな､つ、
: て い る 辨 と 考 え ら れ る : : : ： ． ‘ ； ：・ " f j : ・
怯第10条は:保護の要否及び程度を判断する場合の単位として世帯を原
貝Ｉどすることを定めているが、このＴ世帯単位の原則｣；における世帯Iあい…
てく生活保護法による保護の実施要領について（昭和３６年厚生省発社第１
i鱸駕静爵獺篶奎笹襲『隠鰐壁し基篝寶喜｜を-にしていない場合であ｡ても同E世帯として認定す戯が適当であ｜
るときはく同様とすること｡｣と規定している．すなわち〈生活保護の実施に
おける世帯とはく主に生計の同一性に着目して､社会生活上《現に家計を共
同にして消費生活を営んでいると認められるひとつの単位をさすが、‘生計を
-にしているか否かの認定が主として事実認定の問題であるどこ:ろから、比
較的事実認定が容易な同一居住という目安をあわせて用いることとしている。
請求人の場合は､１の（１）のとおりく平成１４年に夫及び長男夫婦と別居

して以降一人暮らしを続けているので､平成１４年以降は夫及び長男夫婦と
は居住を同一にしていないと認められる。
そこで､請求人と､夫及び長男夫婦との生計の同一性について検討する琴、；
請求人は､１の.（１）のとおり、平成１４年に一人暮ら．しを始めて以降、平成
２６年１２月に入院するまでは、夫の年金等が入金される口座の通帳を所持
して、その通帳に入金される夫の年金等を自らの生活費の一部に充て、また、
夫が請求人宅を訪問したり、請求人が夫に金銭を提供したことがあった。
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民法（明治２９年法律第８９号）第７５２条では、夫婦は互いに協力し扶
助する義務があると規定されており、また、「生活保護問答集について（平成
２１年３月３１日付け厚生労働省社会､・援護局保護課長事務連絡。以下「保
護課長事務連絡」という。）」問１-１の答には、「法における世帯の認定にあ
たって、夫婦は原則として同一世帯に属していると判断されるが、夫婦であ
っても、夫が妻以外の者と同棲し、妻と別居している期間が相当長期にわた
っている場合等夫婦関係の解体が明白である場合には､世帯を異にしている
と判断すべきものと考えられる」と規定されている｡従って､処分庁が､請
求人から保護の開始の申請を受け調査を開始した当初、請求人と､夫及び長
には一定の理由があると考えられる。
しかし、その後の調査の結果、処分庁は、次のことを確認している。

（１）１の（２）のとおり《請求人の平成２６年１２月の入院後､請求人が所
持していた夫の通帳ぱ長男に引き渡されており、,:の:(5)のとおり､そ
れ以降この通帳が長男の手元にあることは、長男も認めている。

（２）長男は、1の（６）のとおりも夫の通帳を請求人の手元に戻ずことや請
求人に対して金銭援助をすることは拒否する意思を表明している。

またも請求人は、１の（1)のとおり､平成２７年３月２．日時点においては
夫とは離婚していないが、証の“)のとおり、夫らとの同居を再開する意思
がないことや､一夫とは離婚してもし､いと考えていること･を処分庁に対して述
べている．ゞまた、長男から舟土請求人との同居を再開するといった思,画ヱー田は表
明されてし:､ない｡
以上のとおり、請求人や長男に対する処分庁の調査の結果からは､請求入
と夫及び長男夫婦とが一つの世帯として生計の同一性を保っていると認めら
れる事実は確認できず､:まだ今後も４請求人と夫及び長男夫婦とが生計及び
居住の同一性を有する状態となる見込みがあるとは言いがたい｡：←さらに､保護課長事務連絡問:１-iの答にお;いて､芙婦を同一の世謀認
定できなし《場合がある三とを示している｡! jＷ i、；”
以上のとおり､処分庁ぱ､平分な検討がなされていない段階で請求人と夫
及び長男夫婦を伺一の世帯と認定し、それに基づいて本件処分を行ったと言
わざるをえないb・：
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以上、請求人の本件審査請求は理由がある。よって、行政不服審査法（昭和３
７年法律第160号）第40条第３項の規定により､主文のとおり裁決する.

平成２７年１０月５日

熊 本 県 知 事 蒲 島 郁
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